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講演要旨 

1. 研究テーマ 

「地域中堅・ 中小・研究開発型企業に 対する知的財産に 関するファイナンススキーム 構築 

の研究」 

2. 研究概要 

本研究は、 技術に優れた 地域の中堅・ 中小・研究開発型企業 ( 以下「地域企業」と 略称 

する ) が新規分野の 技術開発や知的財産 ( 権 ) の獲得、 その後の知的財産権 の有効活用等 

に取り組むに 際しての必要資金を 金融機関から 円滑に調達するためのファイナンス ( 以下 

「知財ファイナンス」と 略称する ) ( 注 ) スキーム構築について 検討するものであ る。 

現状では知財ファイナンスは 十分に機能していないと 考えられる。 本研究ではその 原因 

を金融機関側と 地域企業側との 間の情報のギャップ ( いわゆる「情報の 非対称性」 ) による 

ものと仮定し、 金融機関側と 地域企業側双方にアンケート 調査を行って、 そのギャップの 

原因を明らかにする。 具体的には知的財産に 対する金融機関側と 企業側との間で、 意識や 

組織・体制づくりといった 経営組織面で 大きなギャップがあ ることが原因と 考える。 本所 

究 ではそうしたギャップを 埋める方策を 検討した上で 金融機関等からの 視点に立った 知財 

ファイナンススキーム 構築の提案をしょうと 考えている。 

( 注 ) 知財ファイナンスとは、 金融機関が貸付・ 投資審査において 企業 ( あ るいは当該プ 

ロジェクト ) の持っ知財を 適切に評価し、 あ るいは知財を 活用 ( 担保化、 信託、 証券化な 

ど ) することによって、 企業に必要資金等を 融資あ るいは投資すること、 と同義であ る。 

3. 研究目的 ( 研究の必要性 ) 

地域企業は付加価値生産、 雇用生産、 輸出等で地域経済に 大きく貢献しており、 地域に 

おいて新規創業・ 第二創業を促進することは 地域経済の活性化や、 日本の産業競争力の 強 

化 ・維持に不可欠であ る。 そのため、 地域企業に対する 知財ファイナンスの 普及とそれを 

サポートする 学術研究が求められているが、 当分野の既存研究においては 知財の価値算定 

や評価手法の 開発に研究対象が 集中しており、 金融機関側における 経営組織論的な 実態面 

での研究はほとんどなされていない。 本研究では金融機関側の 経営組織の面に 注目しアン 

ケートによって 実態を明らかにする。 

4. アンケートの 質問内容 

(1) 金融機関 ( 銀行、 信金、 信組、 ベンチャーキャピタル ) 向け 

①顧客企業の 持つ知的財産の 審査 ( 評価 ) ( 取り組み全般、 内部体制、 外部との連携 ) 
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②知財ファイナンスの 推進状況 

・地域企業への 取り組み全般 

・融資審査における 企業そのものの 見方 

・知財ファイナンス 関連の取り組み 状況 : 一般的な融資、 制度融資・信用保証制度の 活用、 

公的な補助金・ 助成金の紹介等の 支援、 新技術・新製品開発促進融資への 取り組み、 知的 

財産権 融資、 無担保・ 無 保証融資、 知的財産権 信託・証券化、 関連ベンチャーキャピタル、 

( 地域 ) 投資ファンド、 政府系金融機関との 連携等 

(2) 地域企業向け 

①知的財産管理 ( 全般、 内部体制、 外部関係者の 活用 ) 

②知財ファイナンスの 活用状況 

  金融機関取引 

・知財ファイナンス 活用状況 : 一般的な融資の 活用、 制度融資・信用保証制度の 活用、 公 

的な補助金・ 助成金、 新技術・新製品開発促進融資の 活用、 知的財産権 融資の活用、 無担 

保・ 無 保証融資、 ベンチャーキャピタル、 ( 地域 ) 投資ファンド、 政府系金融機関の 活用等 

5. 検証すべき仮説 

アンケート結果は 現在、 集計中であ るが、 パイロットスタデイ 等の事前調査から 以下の 

ような仮説を 検証する予定であ る。 

(1) 金融機関の現状 

①融資にあ たっての知的財産審査 ( 評価 ) 

・金融機関においては 顧客企業に関する 知的財産審査 ( 評価 ) は全体的に進んでいない。 

ただし、 それは審査 ( 評価 ) 能力の問題というよりは「審査コスト」との 兼ね合いであ る。 

・融資審査において 知的財産審査 ( 評価 ) は審査項目の 一部にすぎない。 

・金融機関は 内部における 知的財産審査 ( 評価 ) に限界を感じている。 

・知的財産審査 ( 評価 ) においては外部機関との 連携が効果的であ ると金融機関は 考えて 

いる。 

・知的財産審査 ( 評価 ) においては「技術の 事業性 ( キャッシュフローを 生む 力 ) 」の評価 

が 大きなポイントであ る。 

②知財ファイナンスの 推進状況 

・金融機関において 全般的に知財ファイナンスは 普及していない。 ただし、 制度融資・ 信 

用 保証制度は比較的よく 活用されている。 

・金融機関は 信用度が高い 企業に対してであ っても知的財産担保融資には 慎重であ る。 

・知財ファイナンスに 対する関心度合いは 金融機関の経営状態 ( 財務健全性、 資金運用の 

難易 ) に影響を受ける。 

③知的財産審査 ( 評価 ) と知財ファイナンスの 関係 

・知的財産審査 ( 評価 ) レベルの高い 金融機関ほど 知財ファイナンスの 取り組みが積極的 

であ る。 すなむち両者は 比例の関係にあ る。 

(2) 地域企業の現状 

①知的財産管理 
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・全体的に地域企業における 知的財産管理の 取り組みは進んでいない。 

・企業によって 取り組みにバラツキがあ る。 

②「知財ファイナンス」の 活用状況 

・全般的にあ まり活用できていない。 

・自社の知的財産の 価値が金融機関に 理解 t れていないと 感じている。 

(3) 金融機関と企業との 間のギヤ ソプ の存在 ( 情報の非対称性 ) 

・知財ファイナンスに 関して金融機関と 企業との間に 大きな認識上のギャップがあ る。 

・金融機関は 事業性評価が 困難であ るなどの理由により 知財ファイナンスの 供給には限界 

があ ると認識して、 へ る。 

・企業側は知財ファイナンスの ニーザ一 として金融機関に 不満を感じている。 

(4) 対応策 : 知財ファイナンススキームを 構築するために 必要な条件 

①金融機関側 

・外部と積極的に 連携して知的財産の 事業性評価をより 密に行うこと 

②地域企業 

・自社の知的財産の 事業性評価を 客観的に認識し、 説明能力を高めること。 

③地域機関 

・地域ベンチャーファンドによる 知財ファイナンスへの 取り組み 

・公共団体、 商工団体に よ る事業性評価支援 

以上 
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